令和７年度第１回大阪府立図書館指定管理者評価委員会議事概要

日　　時：令和７年８月８日（金）14時00分～15時30分
場　　所：大阪府立中央図書館　２階多目的室
出席委員：大久保委員長、関野委員、西村委員、帆足委員

１　開会

２　協議事項
・図書館指定管理運営業務の評価方法について
・令和７年度府立中之島図書館及び府立中央図書館指定管理運営業務の評価について

《質疑応答》
委員長：両館共に基本的に提案書等の記載数値を目標値としている。目標値の設定で、中之島図書館では単に「上回っている項目」、中央図書館では「大幅に上回っている項目」と微妙に書き方が違っているが、何か理由はあるのか。
事務局：大幅にという文言の部分について、具体的に申し上げると中央図書館では駐車場の部分が該当する。そもそも提案いただいていた目標の数値が初めのコロナ禍を除いてもＲ２を除いては全て上回っていたというところがあるので、ここは指定管理者に頑張っていただきたいという思いも含めて、前年度実績を目標にさせていただいた。何割以上を大幅にというように捉えたものではない。
委員：中央図書館の駐車場に関しては、近隣の施設がなくなったことによって、こちらの利用率が高まったのではないかという話があった。そこを勘案してということか。
事務局：おっしゃる通り。周辺の駐車場の状況が変わってきたというようなところもある。
委員：基本的に提案書の数値を目標値とするというのがフェアかなと思っている。前年度実績で、提案書を上回っているときはそれ以上を求めるという気持ちは確かによく分かるが、頑張れば頑張るほどハードルが上がるというのもどうなのか。
委員長：この点で、両館を全く同じにすることもないのかもしれないが、前年度実績が目標値を上回っている場合は前年度実績を目標とするという大筋のところは同じ。先ほど説明があったように既に上回っているのだから提案書の数値よりも令和６年度の数値を取ってくるということで、大幅にと入ってなければ結果は同じではないかと思う。中央と中之島を並べたときに、同じ結果になるのにどうして大幅にと入れなければならないのか。
事務局：駐車場の話を先ほど申し上げたが、例えば、定量評価項目目標値・実績値の資料の大会議室の利用率は比較的少し上回っているところと比べると、かなり上回っているということから、大幅にという文言を入れた。 
委員長：大会議室の利用率は令和６年度実績の65.5に合わせず、令和７年度提案書の数値にしているが、令和６年度の数値にしないのはなぜか。
事務局：中央図書館ではホール、大会議室、中会議室、小会議室と貸室の事業が４分野ある。その中で目標値に達していないのがホールと小会議室で、大会議室と中会議室については、目標通りの数値になっていることから、先ほどの駐車場とはそういった意味では幅が違ってくるので、考え方としては四つの中で二つぐらいにしておくべきなのかと。大と中については当初提案通りの数値、ホールと小に関しても、結果的に４分野について提案書の数値を目標とした。
委員長：あの場合はこの目標値でこの場合はこの目標値というルールは、ちょっと恣意的な感触を受けるが、他の委員の皆様の意見をお聞きした上で、この案を採択するかしないか考えたい。
委員：目標値を上回ったから、それに合わせるというのはあまりにも厳しい。ただ外部要因によって明らかに増えたというのは、変更の余地があるので大幅にというのを入れて、逆に揃えるなら中之島が、結局目標値が1個も実績が上回っていないので、入れなくても問題がなかっただけの話だから、両方ともに大幅にと入れてしまえば、基準が揃うのではないか。頑張ったから次もそれ以上目指せというところと、それとは違うが大幅にと入れてるのかなと解釈した。
事務局：そのあたりの部分も含めて総合的に判断させていただいた。
委員長：大幅にという言葉にはしているけども、目標をどんどん上げていくのは、高いものばかりを求められて疲弊してしまうところもあるからということで、元々の駐車場の別要因があって高まっているところは、意味合いが大幅にということですね。
委員長：駐車場の収入額が特殊な状況にあって、さらに頑張っておられ非常に高まっている。その場合は大幅に上回ったので前年度の数字にするが、他のところは前年度高かったからといっても提案書の数字にするという考え方が、もう少しこの文言に出せないか。
委員：基準が違う。この言葉は主観的なのでちょっと修正された方がよい。
委員長：原案の考え方はそのまま委員会としては決定ということで、その基準がわかるように、説明の仕方を客観性を持たせたものに修正いただくということは可能か。
事務局：はい。先ほどいただきましたご意見を基に、修正案を作りまして、委員長に見ていただく。

委員：中之島図書館の目標値・実績値（４）①と②にも提案書の数値もある。令和５年実績の方が上回っているのでそちらの方を取った。先ほどの議論からすると、すごい差があるところがある。①の上から二番目の多目的等文化事業参加数が、2200と9557、一番下の展示室入室者数が12000と49713とかなり差があるが、なぜこんなに差があるのか、元々の目標が低すぎるのか。それともすごく頑張ったからすごく入ったのか。
事務局：指定管理者から聞いているのは、初めて指定管理を受けたので、最初の数字の設定が難しかったということと、文化事業を頑張っていただいてここまで伸びた。
委員：この点については、提案書の数値がそこまで緻密に計算されたものではなく実績込みで目標立てていこうという方が合理的だという趣旨でよいか。
事務局：はい。

委員：中之島図書館の目標値・実績値（４）①令和２年度の多目的等文化事業参加者数の上から２番目、39000は間違いか。開催数はそんなに変わらないが、他と比べて圧倒的に多いが。
事務局：現在の指定管理者は、令和３年度からの指定管理者で、元々のカウントが違っていたと聞いている。
委員：数は、指定管理者の方針で数えられるのか。
事務局：はい。現在は通常レベルで数えているということを確認している。
委員長：令和２年度までと令和３年度からの指定管理者が異なったためにカウントの仕方自体が違ったが、現行の指定管理者はもう統一したカウントの仕方でおこなっている。令和３年度以降はその数字を評価できるということで、令和２年度は特殊だったという考え方でよいか。
事務局：はい。

委員：昨年度第２回の時にも言ったのであまり変更できなかったが、６-２中之島の目標値・実績値で、中之島の多目的スペースの目標値が11％となっているが、回数で見るとそんなに大きくない。これをＳＡＢＣに分けたときに、月に１回２回増えたか減ったかで、％で見ると大した差はないのに、ＡとＣの評価にわかれたりする。それはどうしようもないとして諦めてしまうのか。そんなに大ごとではないのにＣ評価になってしまうということになるが、問題なしでよいか。
事務局：回数ということでいうとそうなるが、どれだけ有償で使ったかということなので、そのような要素が出てくるとは思っている。
委員：それで仕方がないとなったら仕方がないと思う。
委員長：1回のブレが、大きく評価のSとかＣとかＡとかではないなと思ってしまう。逆に1回頑張って努力すればランクが一つ上がるということにもなるが、こちらはどうか。冷房が効かないとか、そういう建物の事情もあったかというような記憶がある。
事務局：多目的３は問題ない。
委員長：そのような１回のブレもあるけれども、パーセンテージでということでよいか。


委員：中之島図書館対応方針のアンケートについては、両者で検討されるということですね。
委員：中央図書館対応方針の二つ目の危機管理体制の確保について、昨年度の停電の対応がきっかけだったかなと理解しているが、具体的な事象についてのマニュアルの整備等はもう終わられているという前提でよいか。その上で今後こういうことがあったときには話し合うということで、毎月連携会議等をして重点的に確認をするということになっているが、昨年度と今年度で連携会議等において、具体的に既にやり取りをされているのか、それとも実際はそんなに問題がないのであまり話題に出ていないのか。
事務局：定例的な会議は毎月1回やっている。その時々で必要事項の情報共有を図っている中で、防災であったり連絡であったり該当するような事案がもしあれば、情報共有をしているが、実際にはその機会がまだない。代わりに、令和６年10月の消防訓練の際、コロナ以降実施していなかった地元の東大阪市消防局の方に直接来ていただき、消防訓練の状況を見ていただいて職員に対してご意見をいただいたり、屋上庭園から脱出用の緊急脱出袋を実際に下まで下ろして、その中を職員が通るといった体験をしたりという実態に即した取り組みをおこなった実績がある。
委員長：おそらく従前からこのような会議を開いていて、そういう場があったということなので、あとは意識の持ち方も含めて進めているということで安心した。このような対応を、当年度についてこのように取り組んでいただいているということで、そういったことが反映されて第２回の評価のところにも少し関わってくるものかなと思っている。

委員長：大阪府立図書館における評価票については、この後少し修正いただくということで委員の皆様方のご意見について事務局の方で今の内容も踏まえていただきまして、ご検討をお願いする。最終的な評価方法等については、事務局が整理をした後、確認した上で当委員会の意見を反映させたものとする。







